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大
久
保
泰
甫
⊥
局
橋
良
彰
著

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
曲
ハ
の
編
纂
』

紹介と批評

一

1
　
我
が
現
行
民
法
典
は
、
そ
の
施
行
（
明
治
三
一
年
）
か
ら
一
〇

〇
年
を
迎
え
た
。
こ
れ
を
記
念
す
る
企
画
と
し
て
は
、
『
（
特
集
・
民

法
一
〇
〇
年
）
新
時
代
の
民
法
を
展
望
す
る
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
＝

二
六
号
、
一
九
九
八
年
）
、
『
（
特
集
）
民
法
一
〇
〇
年
と
梅
謙
次
郎
』

（
法
律
時
報
七
〇
巻
七
号
、
一
九
九
八
年
）
、
『
（
特
集
・
民
法
一
〇
〇

年
）
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
と
は
何
か
』
（
法
律
時
報
七
〇
巻
九
号
、

一
九
九
八
年
目
、
日
本
民
法
施
行
百
年
記
念
・
文
部
省
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
日
本
民
法
百
年
・
比
較
私
法
史
的
検
討
」
（
一
九
九
八
年

九
月
二
九
日
～
一
〇
月
二
日
・
博
多
）
、
『
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方

向
一
民
法
一
〇
〇
周
年
を
契
機
と
し
て
…
』
（
別
冊
N
B
L
五

一
号
、
一
九
九
八
年
）
と
右
テ
ー
マ
に
関
す
る
日
本
私
法
学
会
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
（
私
法
六
一
号
、
一
九
九
九
年
）
、
民
法
施
行
一
〇
〇
年

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
一
世
紀
の
立
法
と
民
事
法
」
（
一
一
月
一

二
日
・
東
京
、
一
四
日
・
京
都
）
（
能
見
善
久
「
民
法
一
〇
〇
年
記

念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
さ
れ
る
」
N
B
L
六
五
四
号
（
一
九
九
八

年
）
二
三
頁
参
照
）
、
広
中
俊
雄
1
1
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年

1
～
W
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
、
「
（
特
集
）
民
法
曲
馬
の
百
年
差

実
務
・
判
例
」
（
法
律
時
報
七
一
巻
二
号
、
一
九
九
九
年
）
、
「
（
特

集
）
民
法
典
と
日
本
社
会
」
（
法
律
時
報
七
一
七
四
号
、
一
九
九
九

年
）
等
が
あ
り
、
ま
た
、
今
後
も
、
加
藤
雅
信
編
集
代
表
『
日
本
民

法
典
制
定
の
歴
史
的
意
義
（
民
法
学
説
百
年
史
）
』
（
三
省
堂
、
一
九

九
九
年
刊
行
予
定
）
等
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
二
〇
〇
〇
年

に
施
行
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
ド
イ
ツ
民
法
曲
ハ
に
関
し
て
も
、
石
部
雅

亮
編
『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』
（
九
州
大
学
出
版
会
、
一

九
九
九
年
）
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
民
法
典
の
歴
史
的
研
究
は
一
層

の
進
展
を
見
た
。
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こ
う
し
た
申
に
あ
っ
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

る
大
久
保
泰
甫
名
古
屋
大
学
教
授
と
、
気
鋭
の
旧
民
法
研
究
者
で
あ

る
高
橋
良
彰
山
形
大
学
助
教
授
の
共
著
に
な
る
本
書
は
、
現
行
民
法

曲
ハ
の
基
と
な
っ
た
明
治
二
三
年
公
布
の
い
わ
ゆ
る
旧
民
法
の
う
ち
、

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
財
産
法
部
分
（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
前

半
・
債
権
担
保
編
・
証
拠
編
。
本
書
は
右
部
分
を
指
し
て
「
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
民
法
典
」
と
呼
称
す
る
。
四
頁
）
の
編
纂
過
程
の
全
貌
を
明

ら
か
に
し
、
我
が
民
法
曲
ハ
の
成
立
史
研
究
を
更
に
深
化
さ
せ
た
業
績

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

2
　
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
民
法
典
の
編
纂
過
程
に
つ
き
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
理
解
さ

れ
て
い
た
よ
う
な
「
民
法
編
纂
局
↓
（
外
務
省
↓
司
法
省
）
法
律
取

調
委
員
会
↓
元
老
院
↓
枢
密
院
↓
公
布
」
と
い
う
単
線
的
・
直
列
的

な
流
れ
で
は
な
く
し
て
、
「
前
史
↓
主
た
る
編
纂
期
間
に
お
け
る
編

纂
↓
元
老
院
に
下
付
」
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
二
回
繰
り
返
さ
れ
た
、

と
い
う
基
本
的
理
解
の
下
に
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

（
六
頁
以
下
）
。
「
本
書
に
お
け
る
第
一
部
、
第
二
部
と
い
う
構
成
、

な
ら
び
に
、
二
つ
の
部
の
中
に
お
け
る
塗
立
て
は
、
基
本
的
に
こ
の

よ
う
な
見
方
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
七
頁
）
。
以
下
で
は
、
そ
の
塗
立

て
に
沿
っ
て
、
そ
の
内
容
を
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

3
　
上
記
編
纂
過
程
の
把
握
に
い
う
「
第
一
サ
イ
ク
ル
」
に
関
す
る

「
第
一
部
　
民
法
編
纂
局
に
お
け
る
編
纂
及
び
そ
の
審
議
」
は
、
「
第

一
章
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
起
草
開
始
」
「
第
二
章
　
民
法
編
纂

局
上
申
案
の
成
立
」
「
第
三
章
　
元
老
院
の
審
議
」
の
三
章
か
ら
な

る
。4

　
こ
の
う
ち
、
従
来
の
研
究
と
の
関
係
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
第
一
章
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
起
草
開
始
」
（
二
二
頁
以
下
）
の

考
察
部
分
で
あ
ろ
う
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
大
木
喬
任
か
ら
民
法
典
起

草
を
付
託
さ
れ
た
時
期
に
関
し
て
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
明
治
一
二

年
後
と
明
治
＝
二
説
の
対
立
が
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書

は
、
①
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
『
プ
ロ
ジ
ェ
（
即
9
①
け
）
新
版
』
第
一
巻
冒

頭
の
「
は
し
が
き
（
零
Φ
壁
8
）
」
、
②
箕
作
麟
祥
の
明
治
二
〇
年
明

治
法
律
学
校
始
業
式
演
説
、
③
磯
部
四
郎
の
明
治
三
四
年
の
回
顧
談
、

④
一
八
七
九
〔
明
治
一
二
〕
年
の
プ
ロ
ジ
ェ
写
本
（
罎
甘
薯
ω
。
葺
）

に
関
す
る
法
務
図
書
館
の
蔵
書
カ
ー
ド
、
⑤
法
務
図
書
館
所
蔵
『
民

法
草
案
捨
鞭
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
意
見
書
説
明
筆
記
』
の
五
つ
の
資
料

を
挙
げ
て
、
明
治
一
二
年
説
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
注
目

さ
れ
る
の
が
新
資
料
⑤
で
あ
っ
て
、
同
資
料
の
「
第
二
綴
」
以
下
は
、

現
存
す
る
資
料
の
う
ち
で
、
草
案
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
（
仏
文
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草
案
・
邦
文
草
案
を
含
め
て
）
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
意
味
に
お
い

て
も
、
同
資
料
が
本
書
三
二
九
頁
以
下
で
翻
刻
さ
れ
た
意
味
は
大
き

い
）
。
ま
た
、
本
書
は
、
同
資
料
に
基
づ
き
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ

る
民
法
典
編
纂
と
、
い
わ
ゆ
る
明
治
＝
年
民
法
草
案
の
編
纂
作
業

（
明
治
九
年
三
月
起
草
着
手
i
明
治
＝
年
四
月
起
草
完
了
）
と
の

問
の
、
あ
る
種
連
続
し
た
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
の
研
究
で

は
両
者
の
関
係
を
断
絶
し
た
も
の
と
捉
え
が
ち
だ
っ
た
だ
け
に
、
こ

の
点
と
の
関
係
で
も
、
本
書
の
記
述
の
も
つ
意
義
は
大
き
い
。

　
た
だ
、
本
書
に
お
い
て
も
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
民
法
典
の
編
別
を

示
し
た
資
料
（
目
下
発
見
さ
れ
て
い
る
資
料
に
は
、
㈱
法
務
図
書
館

所
蔵
『
仏
訳
書
藻
類
第
五
集
』
所
収
「
民
法
創
立
添
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
氏
ノ
意
見
井
二
草
案
目
次
」
所
収
「
民
法
草
案
目
録
」
、
㈲
上
記

『
仏
訳
書
雑
類
第
五
集
』
所
収
「
民
法
目
次
」
、
㈲
上
記
資
料
⑤
「
第

一
綴
」
冒
頭
の
「
民
法
草
案
目
録
」
の
三
種
が
あ
る
）
の
成
立
時
期

や
（
八
八
頁
注
（
5
）
、
九
三
頁
注
（
1
3
）
）
、
明
治
一
一
年
民
法
草

案
の
編
纂
組
織
と
旧
民
法
の
編
纂
組
織
の
接
合
関
係
（
三
〇
頁
以

下
）
等
、
幾
つ
か
の
問
題
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
橋
頭
墾
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
今
後
の
課

題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

5
　
「
第
二
章
　
民
法
編
纂
局
上
申
案
の
成
立
」
（
三
三
頁
以
下
）
に

お
い
て
は
、
明
治
一
三
年
の
民
法
編
纂
局
開
局
か
ら
、
明
治
一
九
年

の
閉
局
ま
で
の
経
緯
と
活
動
成
果
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
民
法
編
纂
局
開
局
の
経
緯
、
及
び
、
明
治
一
三
年
の

活
動
に
関
し
て
は
、
あ
る
程
度
資
料
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

従
来
よ
り
比
較
的
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
一
四
年

以
降
に
関
し
て
は
資
料
に
乏
し
く
、
従
っ
て
研
究
業
績
も
少
な
か
っ

た
。
本
書
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
民
法
編
纂
局
出
勤
並
不
参

表
』
（
四
五
頁
参
照
）
等
の
新
資
料
を
参
照
し
つ
つ
、
民
法
編
纂
局

各
課
の
活
動
内
容
を
比
較
的
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
参

照
す
べ
き
資
料
の
少
な
さ
は
、
共
著
者
の
力
量
を
も
っ
て
し
て
も
如

何
と
も
し
が
た
く
、
民
法
編
纂
局
に
お
け
る
審
議
の
具
体
的
内
容
や
、

明
治
一
四
年
の
政
変
と
の
関
係
、
参
事
院
へ
の
民
法
典
編
纂
事
業
の

移
管
問
題
、
あ
る
い
は
、
翌
明
治
一
五
年
の
条
約
改
正
予
備
会
議
等

と
の
関
連
等
に
関
し
て
は
、
新
た
な
知
見
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
新
資
料
の
探
索
・
発
見

が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
方
、
明
治
一
九
年
に
民
法
編
纂
局
が
草
案
と
と
も
に
内
閣
に
提

出
し
た
上
申
書
・
副
申
書
・
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
意
見
書
に
関
し
て
は
、

従
来
よ
り
紹
介
・
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
書
は
、
こ
れ
に
加

え
て
、
民
法
編
纂
局
の
閉
局
を
め
ぐ
る
事
情
（
太
政
官
制
の
廃
止
と

の
関
連
）
に
関
し
て
も
、
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
（
六
九
頁
以

下
）
。
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6
　
更
に
、
「
第
三
章
　
元
老
院
の
審
議
」
（
七
二
頁
以
下
）
も
、
共

著
者
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
内
閣
法
制

局
（
太
政
官
制
廃
止
に
伴
い
参
事
院
を
引
き
継
い
だ
組
織
）
で
の
草

案
審
査
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
同
個
所
で
は
、
と
り
わ
け
、
法
制
局

の
審
査
を
受
け
た
草
案
が
業
態
ス
レ
ル
に
内
覧
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す

る
ロ
エ
ス
レ
ル
の
「
民
法
編
纂
方
法
二
関
ス
ル
意
見
」
が
、
後
の
法

律
取
調
委
員
会
審
議
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
考
察
（
七
七
頁
以

下
）
が
、
．
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
。
ま
た
、
元
老
院
で
の
草
案
審
議
に

関
し
て
も
、
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
の
ほ
か
、
『
尾
崎
三
良
日
記
』
か

ら
関
係
個
所
が
丹
念
に
拾
い
出
さ
れ
、
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

上
記
2
で
触
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
は
、
民
法
編
纂
局
に
関
す

る
考
察
の
後
、
直
ち
に
法
律
取
調
委
員
会
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て

お
り
、
そ
の
結
果
、
読
者
は
、
民
法
編
纂
局
の
作
成
し
た
草
案
が
、

外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
の
活
動
と
重
な
り
合
う
形
で
、
元
老
院
に

お
い
て
審
議
に
付
さ
れ
て
い
た
事
実
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
と
の
関
係
で
も
、
本
書
の
記
述
は
非
常
に
価
値
の
あ
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
『
民
法
草
案
修
正
文
』

と
題
す
る
活
版
本
が
、
民
法
編
纂
局
上
申
案
な
い
し
元
老
院
下
付
案

を
印
刷
し
た
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

右
『
修
正
文
』
に
は
全
一
五
〇
二
条
か
ら
な
る
も
の
（
こ
れ
に
も
三

冊
本
と
そ
の
第
一
巻
・
第
二
巻
を
合
冊
し
た
二
冊
本
が
あ
る
）
と
全

一
五
〇
〇
条
か
ら
な
る
も
の
と
が
存
在
す
る
。
そ
の
成
立
は
、
一
五

〇
二
条
（
三
冊
本
）
↓
一
五
〇
二
条
（
二
冊
本
）
↓
一
五
〇
〇
条
の

順
番
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
版
本
が
、
編
纂
過
程
の
何

れ
の
草
案
に
該
当
す
る
の
か
は
不
明
瞭
で
あ
り
、
こ
の
点
が
右
活
版

本
を
参
照
し
て
立
法
過
程
に
お
け
る
条
文
の
変
遷
を
探
る
際
の
障
害

と
な
っ
て
い
た
。
本
書
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
位
置
づ
け

に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
さ
れ
、
ま
た
、
民
法
編
纂
局
上
申
案
、

元
老
院
下
付
案
あ
る
い
は
元
老
院
再
下
付
案
の
具
体
的
内
容
に
関
し

て
も
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

三

7
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
編
纂
過
程
の
「
第
ニ
サ
イ
ク
ル
」
に
関

す
る
本
書
「
第
二
部
　
法
律
取
調
委
員
会
に
お
け
る
編
纂
か
ら
法
典

公
布
ま
で
」
は
、
「
第
一
章
　
条
約
改
正
交
渉
の
展
開
に
よ
る
法
律

取
調
委
員
会
の
設
置
」
「
第
二
章
　
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
案
の

編
纂
」
「
第
三
章
　
元
老
院
の
審
議
」
「
第
四
章
　
枢
密
院
の
審
議
」

「
第
五
章
　
公
布
及
び
公
布
後
の
活
動
」
に
分
か
れ
る
。

8
　
こ
の
う
ち
、
「
第
一
章
　
条
約
改
正
交
渉
の
展
開
に
よ
る
法
律

取
調
委
員
会
の
設
置
」
に
お
け
る
考
察
も
、
出
色
で
あ
る
。
従
来
の

研
究
に
よ
れ
ば
、
井
上
馨
に
よ
る
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
の
設
置
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は
、
井
上
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
本
書
は
、
条
約
改
正
会
議
に
お
け
る
諸
外
国
側
の
資
料

を
援
用
し
つ
つ
、
「
法
律
取
調
委
員
会
の
設
置
は
、
日
本
側
の
主
体

的
な
独
立
し
た
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
実
は
、
列
強
側
の
指
摘
と
要
請
を
受
け
て
の
決
定
で
あ
っ
た
」

（一

齊
O
頁
）
と
結
論
づ
け
る
。
更
に
、
本
書
は
、
次
の
三
つ
の
新

視
点
を
提
示
す
る
。
①
そ
の
第
一
は
、
法
律
取
調
委
員
会
を
外
務
省

に
設
置
す
る
こ
と
に
つ
き
、
山
田
顕
義
司
法
大
臣
が
関
与
し
て
い
た

事
実
を
指
摘
し
た
点
で
あ
る
（
＝
五
頁
）
。
②
第
二
は
、
法
律
取

調
委
員
会
が
、
外
務
省
あ
る
い
は
司
法
省
内
部
の
部
局
で
は
な
く
、

内
閣
総
理
大
臣
へ
の
上
奏
と
天
皇
に
よ
る
裁
可
を
経
て
設
け
ら
れ
た

特
別
の
委
員
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
あ
る
（
一
一
六

頁
）
。
③
第
三
は
、
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
は
、
「
差
し
あ
た
り
、

裁
判
所
構
成
法
の
『
審
査
』
（
①
×
鋤
b
P
一
b
．
鋤
叶
一
〇
鐸
）
を
、
少
な
く
と
も

そ
の
主
要
な
課
題
と
し
て
設
置
さ
れ
た
、
と
い
う
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
民
法
典
編
纂
に
つ
い
て
言
え
ば
、
引
き
続
き
司
法
省
に
お
い
て

そ
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し

た
点
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
②
と
③
の
関
係
は
、
読
者
に
は
多

少
分
か
り
に
く
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は
、
②
に
お
い
て
、

法
律
取
調
委
員
会
が
「
外
務
省
あ
る
い
は
司
法
省
に
属
す
る
建
物

（
ま
た
は
施
設
）
の
中
に
お
い
て
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
省
の
協

力
を
得
て
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
組
織
と
し
て
は
、
両
省
内
部

の
組
織
で
は
な
く
…
…
L
（
＝
六
頁
）
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
一

方
で
、
③
に
つ
き
、
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
民
法
曲
ハ
の

審
議
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
根
拠
と
し
て
、
「
元
老
院
に
お
け
る
審
議

の
た
め
の
様
々
な
資
料
（
印
刷
物
）
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
ば
、

す
べ
て
司
法
省
と
行
わ
れ
て
お
り
、
外
務
省
に
お
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
起
草
の
草
案
注
釈
な
ど
が
翻
訳
さ
れ
た
り
印
刷
さ
れ
た
り
し
て

い
る
様
子
は
全
く
窺
え
な
い
」
（
一
一
七
頁
）
と
し
て
、
外
務
省
あ

る
い
は
司
法
省
の
組
織
・
形
式
面
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

組
織
構
造
に
拘
泥
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
更
に
、
明
治
一
九
年
八
月

六
日
に
法
律
取
調
委
員
会
に
任
命
さ
れ
て
以
降
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
行

っ
た
民
法
草
案
の
起
草
作
業
に
関
し
て
も
（
一
一
七
頁
）
、
外
務
省

法
律
取
調
委
員
会
の
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。

9
　
続
く
「
第
二
章
　
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
案
の
編
纂
」
に
お

け
る
記
述
も
、
す
こ
ぶ
る
詳
細
で
あ
る
。
「
法
律
取
調
委
員
会
略
則
」

一
条
に
よ
り
「
法
律
取
調
ノ
目
的
ハ
民
法
商
法
及
訴
訟
法
ノ
草
案
条

項
中
実
行
シ
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
や
否
や
又
他
ノ
法
律
規
則
二
抵
触

ス
ル
コ
ト
ナ
キ
や
否
ヲ
審
査
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
さ
れ
て
お
り
（
一
五

一
頁
）
、
実
際
に
も
、
民
法
・
商
法
・
民
事
訴
訟
法
の
編
纂
は
相
互
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に
連
携
し
つ
つ
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
本
格

的
な
考
察
は
、
本
書
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
民
法
典

の
審
議
に
関
し
て
も
、
本
書
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
あ
ま
り

触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
別
調
査
民
法
草
案
」
に
つ
き
詳
細
な
検

討
を
加
え
る
な
ど
（
一
七
八
頁
以
下
）
、
注
目
す
べ
き
成
果
を
上
げ

て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
と
り
わ
け
民
法
学
者
の
関
心
が
集
中
す
る
で
あ
ろ
う

と
こ
ろ
の
、
草
案
の
実
質
的
な
内
容
部
分
に
関
し
て
は
、
本
書
は
あ

ま
り
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
日
本
学
術
振
興
会
及
び
商
事
法

務
研
究
会
に
よ
り
翻
刻
さ
れ
た
法
律
取
調
委
員
会
資
料
は
、
㈱
審
議

の
速
記
録
と
思
し
き
資
料
、
㈲
そ
の
要
録
と
思
し
き
資
料
（
『
法
務

図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
（
法
務
図
書
館
、
昭
和
四
八

年
）
三
八
頁
は
「
会
議
出
席
者
の
メ
モ
か
」
と
す
る
）
、
㈲
条
文
、

の
三
種
に
分
類
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
は
相
互
に
一
致
し
な

い
個
所
が
散
見
さ
れ
る
点
が
、
引
用
の
際
の
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た
。

本
書
の
引
用
す
る
資
料
は
、
法
典
編
纂
の
手
続
関
係
資
料
が
多
く
、

こ
う
し
た
実
質
的
資
料
に
関
す
る
情
報
が
少
な
い
こ
と
が
残
念
で
あ

る
。10

@
一
方
、
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
案
の
元
老
院
審
議
（
本
書

「
第
三
章
」
）
に
つ
き
、
従
来
の
研
究
と
し
て
は
、
手
塚
豊
「
旧
民
法

（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
前
半
・
債
権
担
保
編
・
証
拠
編
）
審
査
元

老
院
会
議
筆
記
L
法
学
研
究
（
慶
大
）
二
七
巻
一
号
（
昭
和
二
九

年
）
六
〇
頁
が
存
在
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書

は
、
「
第
三
章
　
元
老
院
の
審
議
」
に
お
い
て
、
内
閣
法
制
局
審
査

の
省
略
↓
元
老
院
下
付
↓
元
老
院
民
法
審
査
委
員
会
に
よ
る
修
正
提

案
↓
こ
れ
に
基
づ
く
法
律
取
調
委
員
会
の
草
案
修
正
↓
右
修
正
案
の

元
老
院
再
下
付
↓
元
老
院
決
議
・
上
奏
の
経
緯
を
詳
細
に
検
討
す
る
。

　
右
元
老
院
段
階
で
の
修
正
に
関
し
て
、
従
来
の
民
法
学
説
は
ほ
と

ん
ど
触
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
本
書
の
言
及
は
今
後
の
立
法
沿

革
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点

と
の
関
係
で
は
、
右
修
正
の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
も
、
更
に
詳
細

な
情
報
を
提
供
し
て
ほ
し
か
っ
た
（
な
お
二
一
六
頁
参
照
）
。

11

@
元
老
院
で
議
決
さ
れ
た
民
法
議
案
は
、
そ
の
後
、
枢
密
院
に
諮

詞
さ
れ
る
。
本
書
「
第
四
章
　
枢
密
院
の
審
議
」
（
二
一
八
頁
）
は
、

法
典
の
早
期
成
立
を
図
る
た
め
、
枢
密
院
諮
詞
の
省
略
が
企
図
さ
れ

（
も
っ
と
も
右
目
論
見
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
）
、
ま
た
、
枢
密
院
審
議

が
「
大
体
議
」
に
よ
り
行
わ
れ
た
経
緯
を
詳
細
に
検
討
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
不
明
で
あ
っ
た
の
は
、
①
第

一
に
、
元
老
院
議
決
か
ら
枢
密
院
諮
詞
ま
で
の
間
に
存
在
す
る
約
半

年
の
空
白
期
間
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
り
、

②
第
二
に
、
㈱
右
の
期
間
、
及
び
、
㈲
枢
密
院
の
審
議
に
お
い
て
、

草
案
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の
か
否
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
①
の
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点
に
関
し
て
は
、
本
書
も
述
べ
る
枢
密
院
審
議
省
略
問
題
を
含
め
、

法
典
の
早
期
実
現
を
図
ろ
う
と
す
る
側
と
こ
れ
を
拙
速
主
義
と
し
て

警
戒
す
る
側
の
対
立
が
影
響
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
②

の
点
に
関
し
て
、
本
書
は
、
㈲
元
老
院
議
決
後
－
枢
密
院
諮
詞
前
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

期
間
、
及
び
、
㈲
枢
密
院
審
議
の
期
間
に
、
法
律
取
調
委
員
会
に
お

ヘ
　
　
　
へ

い
て
草
案
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
二
三
四
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

以
下
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
枢
密
院
の
審
議
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、

草
案
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、
手

塚
豊
「
旧
民
法
（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
前
半
・
債
権
担
保
編
・
証

拠
編
）
審
査
枢
密
院
会
議
筆
記
」
法
学
研
究
（
慶
大
）
二
八
巻
一
号

（
昭
和
三
〇
年
）
五
九
頁
は
「
枢
密
院
審
議
案
は
公
布
さ
れ
た
法
典

そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
（
枢
密
院
で
は
修
正
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
）
」

と
す
る
の
に
対
し
て
、
七
戸
克
彦
「
旧
民
法
・
現
行
民
法
の
条
文
対

照
表
－
旧
民
法
財
産
編
総
則
・
物
権
部
－
i
i
（
一
）
」
＝
二
九
頁

は
「
枢
密
院
総
委
員
会
」
（
「
枢
密
院
臨
時
協
議
会
」
と
呼
称
す
る
文

献
も
あ
る
）
に
お
い
て
草
案
内
容
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
た
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
、
右
論
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

12
@
続
く
「
第
五
章
　
公
布
及
び
公
布
後
の
活
動
」
の
記
述
に
関
し

て
は
、
と
り
わ
け
、
㈱
公
布
後
の
官
報
に
よ
る
正
誤
訂
正
に
関
す
る

記
述
、
及
び
、
㈲
元
老
院
に
よ
る
「
公
布
後
検
視
」
に
関
す
る
考
察

（
二
四
七
頁
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
㈲
の
点
に
つ
き
、
従

来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
元
老
院
の
検
視
会
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九

〇
）
年
五
月
二
一
日
の
後
、
「
再
開
さ
れ
ざ
る
ま
ま
う
や
む
や
の
裡

に
葬
り
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
本
書
は
、
新
資
料
を
援
用
し
つ
つ
、
六
月
二
三
日
に
検
視
会
が

再
開
さ
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
な
お
、
本
書
二
六
三
頁
は
、
公
布
さ
れ
た
民
法
典
の
『
公
定
フ
ラ

ン
ス
語
訳
及
び
立
法
理
由
書
』
に
つ
き
、
「
第
一
巻
の
み
に
つ
い
て
、

そ
の
刊
行
年
（
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
）
が
記
さ
れ
て
い
る
」

と
す
る
が
、
信
山
社
の
復
刻
版
（
「
日
本
立
法
資
料
全
集
・
別
巻
2
9

～
3
2
」
）
に
よ
れ
ば
、
第
二
巻
以
降
に
も
刊
年
表
示
（
明
治
二
四

（一

ｪ
九
一
）
年
）
が
存
在
す
る
。

四

13
@
更
に
、
本
書
は
、
「
終
章
　
旧
民
法
典
の
施
行
延
期
と
法
典
調

査
会
の
設
置
」
と
し
て
、
第
三
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
施
行
延
期
法

律
の
成
立
か
ら
法
曲
ハ
調
査
会
の
設
置
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
き
触

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
第
三
回
帝
国
議
会
（
明
治
二
五
年
）
に

お
け
る
『
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
』
関
連
審
議
」
の
図
表
が
非

常
に
分
か
り
や
す
い
。

　
も
っ
と
も
、
右
施
行
延
期
法
律
と
の
関
係
で
重
要
な
意
味
を
も
つ

「
法
典
論
争
に
つ
い
て
は
、
商
法
典
に
か
ん
す
る
論
争
も
含
め
て
、

143



法学研究72巻8号（’99：8）

後
日
、
改
め
て
検
討
の
機
会
を
も
ち
た
い
し
と
さ
れ
て
お
り
（
三
〇

九
頁
注
（
1
）
）
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
読
者
は
、
他
の
文
献
に
よ
り

補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

14
@
以
上
、
本
書
の
構
成
に
沿
っ
て
、
評
者
が
特
に
注
目
し
た
点
を

列
挙
し
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
わ
せ
て
幾
つ
か
の
留
意
点
も
提
示
し
た

が
、
し
か
し
、
既
に
当
該
個
所
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
、

む
し
ろ
我
々
読
者
の
側
に
お
い
て
、
本
書
を
参
照
し
つ
つ
考
察
を
進

め
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
人
物
像
を

生
き
生
き
と
描
き
出
し
た
大
久
保
容
器
『
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ

ナ
ア
ド
』
（
岩
波
新
書
、
第
三
刷
・
一
九
九
八
年
）
と
と
も
に
、
今

日
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
曲
ハ
研
究
の
到
達
し
た
頂
点
に
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。
評
者
は
、
膨
大
な
一
次
資
料
を
丹
念
に
収
集
し
自
在
に

駆
使
す
る
共
著
者
の
力
量
に
驚
嘆
す
る
と
と
も
に
、
最
大
級
の
賛
辞

を
惜
し
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

15
@
本
書
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
に
と
っ
て
必
読
の
基
本

書
と
な
り
、
我
々
の
今
後
の
研
究
は
、
本
書
の
内
容
を
更
に
ど
れ
だ

け
深
化
さ
せ
る
か
、
と
い
う
形
で
進
ん
で
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
上
記

『
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
と
同
様
、
本
書
も
ま
た
好
評

の
う
ち
に
増
刷
を
重
ね
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
共
著

者
自
身
に
よ
る
更
な
る
研
究
成
果
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
折
に
は
、
あ
わ
せ
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
是
非
と
も
追
加
し
て

ほ
し
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
人
名
索
引
に
加
え
て
、
事
項
索
引
を
設
け
て
ほ
し

い
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
書
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
関
係
の
辞
書

と
し
て
の
機
能
を
備
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
本
文
中
の
記
述

に
お
い
て
も
、
「
前
述
」
「
後
述
」
と
だ
け
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
に

つ
き
、
具
体
的
な
個
所
（
頁
数
等
）
を
明
示
し
て
ほ
し
い
（
例
え
ば
、

上
記
6
で
述
べ
た
ロ
エ
ス
レ
ル
意
見
書
に
つ
き
、
七
八
頁
は
「
後
述

す
る
よ
う
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
命
運
に
決
定
的
と
も
言
う

べ
き
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、

こ
の
記
述
の
具
体
的
な
意
味
に
関
し
て
は
、
一
七
八
頁
ま
で
読
み
進

ん
で
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
八
六
頁
に
は
、
民
法
編
纂

局
上
申
案
が
「
一
旦
内
閣
へ
返
上
、
更
に
元
老
院
再
下
付
、
と
い
う

経
過
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
一
度
取
り
上
げ
た
い
」
と
あ

る
が
、
右
「
経
過
の
詳
細
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
個
所
が
ど
こ
で
あ

る
か
は
、
評
者
に
は
結
局
分
か
ら
な
か
っ
た
）
。

　
第
二
に
、
法
制
史
及
び
民
法
分
野
に
お
け
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法

曲
礼
関
係
の
文
献
一
覧
を
掲
げ
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
具
体
的
な
論
点
と

の
関
係
で
も
、
そ
れ
ら
の
文
献
に
つ
き
、
本
文
な
い
し
注
で
参
照
を

促
し
て
ほ
し
い
。
「
序
章
」
一
二
頁
に
よ
れ
ば
、
「
先
学
の
諸
業
績
に
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つ
い
て
、
明
示
的
引
用
及
び
i
必
要
な
場
合
に
は
I
i
批
判
的
検

討
を
行
う
こ
と
の
必
要
性
は
、
十
分
認
識
し
て
い
た
が
、
時
間
的
余

裕
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
十
分
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
評
者
を
始
め
と
す
る
専
門
外
の
者

に
と
っ
て
は
、
本
書
の
記
述
の
う
ち
、
何
れ
の
部
分
が
法
制
史
家
に

と
っ
て
周
知
の
事
項
で
あ
り
、
既
存
の
学
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
事
項
で
あ
り
、
あ
る
い
は
本
書
に
お
い
て
初
め
て
明
確
化
さ
れ

た
事
項
で
あ
る
か
の
判
別
が
困
難
な
個
所
が
あ
る
。
ま
た
、
本
書
の

特
定
の
論
点
に
つ
き
、
他
の
文
献
も
参
照
し
た
い
と
考
え
た
場
合
に
、

こ
れ
を
探
る
手
が
か
り
が
ほ
し
い
。

　
第
三
に
、
1
一
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
事
柄
で
あ
る
が
（
9
・
1
0
・

1
1
）
l
l
、
と
り
わ
け
民
法
分
野
の
研
究
者
の
関
心
の
対
象
は
、
法

典
の
成
立
過
程
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
右
成
立
過
程
の
各
段
階
に
お
け

る
個
々
の
法
制
度
・
条
文
の
変
化
の
側
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
書
の
記
述
は
、
法
典
編
纂
の
手
続
的
側
面
に
比
重
を
置
き
、
そ
の

結
果
、
編
纂
過
程
に
現
れ
た
諸
草
案
の
全
貌
と
そ
の
内
容
変
化
を
知

ろ
う
と
す
る
読
者
の
要
求
に
、
必
ず
し
も
充
分
に
答
え
る
も
の
で
は

な
い
。

16

@
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
を
改
訂
し
『
プ
ロ
ジ

ェ
第
二
版
』
を
出
版
す
る
際
、
《
8
》
し
d
い
国
〉
い
℃
踏
〉
じ
。
ゆ
↓
H
ρ
d
国

じ弓

W
》
Z
＞
い
く
目
ρ
d
国
》
及
び
《
↓
》
じ
ご
い
国
U
国
0
0
Z
O
O
麺
∪
》
Z
O
国

U
国
い
》
い
O
H
山
蜂
》
Z
O
》
H
Q
っ
図
》
＜
じ
弓
O
い
国
℃
知
○
｝
国
↓

』
》
℃
O
Z
＞
H
ω
》
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
草
案
の
末
尾
に
参
照
し

た
外
国
法
令
を
注
記
し
た
（
な
お
、
本
書
五
〇
頁
以
下
参
照
）
。
更
㌧
．

度
を
更
に
高
め
る
べ
く
、
来
た
る
べ
き
改
訂
作
業
に
備
え
て
厩
に
準
㌦

備
を
進
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
期
し
て
待
た
れ
る
と
こ
ろ
＼

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雄
松
堂
、
一
九
九
九
年
二
月
二
八
日
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
戸
　
克
彦
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